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はじめに

近年､教員給与政策をめぐり､大きな変化が現れて

いる｡国立大学の法人化に伴ういわゆる限度政令の廃

止と総額裁量制の導入は､戦後50年続いてきた教員給

与システムにおける国一地方関係に変容をもたらすも

のであったし､義務教育費国庫負担金制度をめぐる一

連の議論は､財政政策における教員給与費の重要性を

改めて浮き彫りとするものであった｡

そうした改革の流れにあって､そもそも日本の教員

給与政策というものはどのようなものであったのか｡

どのような特徴を持ち､どのような位置づけを得るも

のであるのか､という問題意識に対して､国際比較の

視点からそれを明らかにすることが求められている｡

本稿は､今後教員給与政策の国際比叡研究を進めて

いくために必要な作業として､公務員研究の分野にお

いて､給与政策の国際比較がどのように行われていた

かを把握することを目的とするものである｡そのため

に､以下の二つの文献を扱うこととした｡

･　文献A　稲継裕昭｢公務員給与体系の日英比

較｣､水口･北原･実測編『変化をどう説明する

か:行政篇』 2000年､木鐸社

･文献B　西村美香『日本の公務員給与政策』1999

年､東京大学出版会

1.稲鍵の分析枠組

稲継は日英の給与体系の比較を行うにあたり､以下

のように指摘している｡

多くの国において一定年限までは勤続年数

(または年齢)により(等級があがらなくても)

定期的に昇給するという制度(length of ser-

vice increments)をとり､また､近時､業旗給

(Performance Related Pay: P氏p)を採用する

国が増加してきたという一般的なトレンドはみ

られるものの､定期昇給の継続する年数やPRP

の中身､また､上級公務員と下級公務員との間

の給与格差(いわゆる部内均衡-intemal pay

relatives)の程度については､国毎の違いが大

きい｡

稲継(2000)､ p.240

稲JiBは､日本の国家公務員俸給表とイギリスの国家

公務員俸給表を比較し､内部昇進制(Closed Career

system)をとっている点､特急組(fast stream)と一

般組(main stream)を選別採用している点などにおい

て､公務員制度としては比較的類似の制度を有してい

るとしながらも､イギリスでは等級間の給与の重なり

(overlapping)がほとんどなく､定期昇給も数年で終

わるために､上位の等級と下位の等級とでは極めて大

きな給与格差が存在するのに対し､日本の国家公務員

は､ほぼ定年まで毎年の定期昇給が続くため､キャリ

アとノンキャリアとの格差は1.5倍程度に収まってお

り､エリート主義をとりつつもノンエリートに給与面

や初任時のポストなどの点で譲歩しているという意味

で"compromising Elitism"という特徴があるといえる､

と指摘している｡また､明治期の日本の国家公務員の

給与体系はイギリスの公務員給与体系と類似性がみら

れるとして､次のように問題提起している｡

なぜ日本においては部内均衡のCompromising

がもたらされたのに､英国ではそうならなかっ

たのか｡

稲継(2000)､ p.244



108 東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室紀要　第25号　2006年

表1イギリスの公務員給与政策の変遷
クラス(公

第二次世界大戦

1 976-78*

l

1979-1980年

各省および各職種ごとの俸給表

ノースコートトレペリアン報告
｢高級な仕事｣と｢機械的,反復的事務｣とを分離すべL

l

クラスやグレードの改正･再編
1

組合の統合(職階別の職場横断的組合へ)
･第一都職員組合
･第二部職員組合
･書記クラス職員組合
･補助員クラス職員組合

中央ホイットレー協議会(National Whit)ey Council)
･再組織委員会(Reorganization Committee)による勧告

1級官　一一　行政クラス(Administrative Class)

2級官　-→　執行クラス(Executive Class)

2級官の一部&タイピスト　- (C)erical Class)

補助書記クラス(Clerical Assistant Class)
･生計費委員会(cost of Uying Comm池的)による勧告

スライディング･スケールによる生活費特別手当

(上落下厚)

トムリン委員会
1931年勧告･(公務員以外の給与との)公正比較の原則
1934年　　･生活費手当の本俸への統合

下級渡島に一律の戦時特別手当支給

プリーストリー委員会
1955年勧告･公正比較の原則

･公務部内における相対的均衡の原則

1

公務員給与調査部(pay Research Unit)

公務員給与調査部調査報告
l

ホイットレー協議会における労使交渉

給与調査中止
所得政策ガイドラインに基づいた給与の妥結

給与抑制(キャッシュリミット)

ミゴー委員会
1

長期的な給与システムについての政府提案
(賃金交渉制度､業績給等を含む)

1
一部組合との合意　　新現実主義　- ｢公正比較原則｣と｢柔軟な給与｣

･第一部公務員組合(FDA)

･専門職公務員組合(lPCS)

1

全組合との合意

給与決定の分権(全ての省庁･エージェンシー)
各組織での労使交渉

部　内　均　衡
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表2　日本の公務員給与政策の変遷

109

第二次世界大戦

第二次臨調

独

立

機

関

判任官官等俸給令
･官吏の整理　･勅任官

･奏任官
･判任官

･各省共通俸給表

判任官(後に奏任官にも拡大)対象の臨時手当
･上薄下厚

俸給虫のベースアップ
･臨時手当の俸給への組み込み

官吏減俸･r上に高率､下に低率｣主義

賃金底時措置令
･ r基本給｣等の引き上げの禁止
･生活補給的な臨時手当の支給

全国官公職員労働組合協議会
･ r職場ごとの官庁労働組合｣の横断的組織

大蔵省給与局設置
1

各種手当の本俸への統合

臆時給与委員会(1月)
･民間における同一職種との均衡を図る
･速やかな職階給制の採用

1

薪給与整備委員会(4月)
(実質的に全官庁職員労働組合と政府との団体交渉)
･15級制､上下の最大格差10倍
･経過措置としての現給保障

1

政府職員の新給与実施に関する法律(5月)

人事院発足(12月)
1 948年勧告　　･比較生計費方式

1954-59年勧告･俸給体系の合理化
1960年勧告

1963年勧告

1964年勧告

1971年勧告

･人事院勧告凍結

1 985年勧告

1 990年勧告

1991年勧告

上級職の二分､通し号俸の廃止
うスパイレス方式
･行政職(-)特号俸の創設
･俸給の特別調整額の適用拡大
･賞与の官吏監督者加算

･11放制導入
･賞与の職務段階別加算の実施

特別改善､昇格制度改善
稲継(2000) ､ pp244-250を
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そして､日本とイギリスの公務員給与体系･給与決

定メカニズムの変遷を捉えて､以下のポイントを指摘

している｡

ひとつには､第一次大戦後のインフレ期から大恐慌

のデフレ期にかけての両国の動向である｡大戦後､両

国ともに､上薄下厚の暫定的な生計費手当が導入され

ている｡しかし､日本では物価が最も高騰していた､す

なわち最も上下格差の縮小に機能していた1920年にこ

の手当が本俸に繰り入れられたのに対し､イギリスで

は大恐慌によるデフレ後に本棒繰り入れが行われたた

め､繰り入れ幅が少なく､結果上下格差の圧縮も少な

いものとなったことが明らかとされている｡特にイギ

リスは公務ホイットレー協定に基づく物価スライド制

をとっていたため､その影響を大きく受けたと指摘し

ている｡

さらに､戟後直後の動きについても言及している｡

戦後直後の2年間は､両国ともに団体交渉方式をとっ

ていたが､イギリスの組合が｢職階ごとに分断した職

園1勧告完全実施･オイル･ショック後

｢官民均衡｣の算出

方式の改善要求

｢早期勧告･早期支

場横断的組合｣であったのに対し､日本の組合はr職

場別の職階･職種横断組合｣であったことが述べられ

ている｡そのため日本の組合の要求は上下格差圧縮へ

のベクトルをより強く持つ傾向があり､人事院制度が

実施される頃には既に俸給体系そのものの上下格差が

縮小していたこと､対してイギリスでは､組合がそれ

ぞれ職階の利益を代表するものであったことや､そも

そも高級公務員についてはホイットレーの対象外で

あったことなどから､団体交渉が上下格差を維持する

装置として機能していたと指摘しているC

以上のことから､稲継は政策アウトカムの差異を制

度環境の差異によって説明していると指摘される｡

2.西村の分析枠組

西村は課題を設定するにあたり､以下のようなアプ

ローチから｢均衡｣を捉えている｡

財政難を理由とする
r早期勧告･早期支

給｣阻止

__･.__｣ 劔 

員治等 � 

財i既政策 ��ﾈ馼ｬyyﾙ�ﾘﾟB�//′ �7��iiﾈﾙ�X��

人件費抑制とセット での給与財源保障 �8�5�7�488ﾈ5育y�H,ﾂ���都yD闌為�2�
公表､人事委員会へ 剞ｭの好転によ一 

の指導の強化 剽}制熟の冷却 

r昇給短縮｣｢わたり｣ 

の禁止 

西村く1999). pp.117-150を参考に報告者作成
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国家公務員給与は｢民間準拠｣による民間給

与との｢均衡｣､地方公務員給与は｢国公準拠｣

による国家公務員給与との｢均衡｣が決定原則

となっていることから､筆者は｢均衡｣が日本

の公務員給与政策のキーワードであると考えて

いる｡

西村(1999)､ p.2

｢均衡｣と水準･配分の関係についてまとめる

と､国家公務員給与の場合には､基本的には､

｢官民均衡｣水準と｢部内均衡｣配分､地方公務

員は､ ｢官公均衡｣水準と｢官公均衡｣配分を原

則としているといえる｡

西村(1999)､ p.4

上記のように､西村は､ 4つの｢均衡｣水準･配分を

設定した上で､それらに影響を与えてきたもの､言い

換えるならば給与政策の変化を引き起こしてきたもの

として､労働政策､人事管理政策､財政政策の3つの

視点を指摘し､第1章から第5章にかけて､日本の公務

員給与政策の変遷過程をこの枠J阻みで捉えている｡例

えば､第3章では､ ｢オイル･ショック以降の勧告完全

実施の継続｣と遷され､ 1973年から1978年にかけての

給与政策の変化が､ 3つの政策視点の影響により､ ｢官

民均衡｣のみ強調され､ ｢部内均衡｣配分､ ｢官公均衡｣

水準､ ｢官公均衡｣配分の3つについては縮小傾向に

あったことが説明されている(図1参照)｡

これらの分析を踏まえた上で､第6章で国際比較を

試みている｡まず､国家公務員の給与決定方式につい

て､労働政策､人事管理政策､財政政策の3つの視点

から類型化を行っている｡労働政策および人事管理政

策的視点を横軸にとり､労働権の保障､団体交渉権の

保障､団体交渉権制約下での交渉の視点から､ ｢労働基

本権完全保障型｣と｢労働基本権完全制約型｣のどち

ら寄りであるかを判断している｡対して縦軸には､財

政政策的視点から､財政政策に責任を持つ政府が給与

政策においてどれだけフリーハンドを握っているか､

言い換えるならば､ ｢政府主導｣か｢中立機関主導｣で

あるかを給与決定における政府の役割から判断し､こ

の横軸･縦軸を基準にして､各国の給与政策を4つに

類型化している｡

｢中立機関介在型｣-　団体交渉による給与決定を

基本としながらも､中立機関の勧告や仲裁機関

の裁定が交渉内容を決定する上で重要な役割を

illH

果たす仕組み｡

例)ホイットレー協議会制度下のイギリス･

強制仲裁制度をとるオーストラリア

｢直接交渉型｣-　政府と官公労働組合とが直接団

体交渉して給与を決定する仕組み｡

例)スウェーデン･イタリア

｢人事機関中心型｣-　中立的人事機関が官民比較

等の調査結果に基づいて出す勧告が､給与決定

の中心となっている｡

例)日本

｢政府中心型｣ -　中立的人事機関の勧告の有無に

かかわらず､政府が給与決定において強い主導

権を持つ｡

例)アメリカ･ドイツ

そして､給与制度はある程度の安定性を持ち､上記

の4類型は簡単には変わらないとしながらも､オイル･

ショックと国際的なスタグフレーションにより､官民

比較や物価スライド制度が放棄され､多くの国で政府

主導型-のシフトがみられたことを例に挙げ､給与制

度の変更を労働政策･人事管理政策･財政政策のバラ

ンスの変更から説明を行っている｡

また､以上の国家公務員制度の比較を前提として､

各国の地方公務員制度の比較分析枠組みも提示されて

いる｡そこでは､縦軸を｢政府主導一中立機関主導｣か

ら　r中央主導一地方主導｣ -と読み替えて､次の4つ

に類型化が行われている｡

｢制約的交渉型｣-　団体交渉による給与決定を原

則としながら､団体交渉自体が集権化されてお

り､中央団体交渉が地方公務員給与の交渉をも

拘束する｡

例)オーストリア､ホイットレー協議会制度化

のイギリス

r積り約的非交渉型｣ -　団体交渉が制約され､中央

政府の使っている基準を使って地方の給与決定

も成されている｡

例)日本､ドイツ(官吏)､フランス(官公吏)

｢自立的交渉型｣-　地方政府と地方国務院労働組

合が自立的に団体交渉を行い､給与を決定す

る｡

例)カナダ(州)､アメリカ(州)

r自立的非交渉型｣-　地方政府が独自にかつ半ば

一方的に地方公務員の給与決定を行う｡

その上で､中央と地方の間の｢均衡｣が成り立ちう
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るのは､上記の類型のうち｢制約的交渉型｣ ｢制約的非

交渉型｣であるとしながら､実際には､ ｢均衡｣の機能

不全､中央の設定した｢制約｣からの逸脱がみられる

ことが少なくないとし､その理由として以下のことを

あげている｡

･労働政策敵視点に立った､給与決定での政治性

･労働政策･人事管理政策に関連した､中央の｢制

約｣の地方-のミスマッチ

･財政政策に関した､財政難による給与決定の拘

束等

まとめ

以上､概観したことから､稲継と西村の違いは以下

のようにまとめられる｡すなわち､ r均衡｣という政策

アウトカムは､制度環境によって左右されるとするの

が稲継であるのに対し､西村は､労働政策･人事管理

政策･財政政策というより上位の政策的視点によって､

時には給与制度そのものが変更され､あるいは政策ア

ウトカムが変動するとする｡

例えば､稲継は日本の給与決定メカニズムが人事院

制度-と移行した後に､人事院が｢適切な部内均衡の

構築｣と｢労働権制約の代償措置としての役割｣の2つ

の理念の狭間に立って勧告を続けてきたことを､次の

ように説明している｡

同一の人事院勧告という制度のもとでの上記

のようなアウトカムの違いは､ 2つの理念のど

ちらに重点を置くかという人事院の考えの違い

に基づく｡｢理念が違いを説明する｣ともいえそ

うであるが､実はどちらの理念に重点を置くか

は､外部の力(省庁官房の動き､組合の動き､最

高裁判決､政府の凍結決定など､)により大きく

揺れている｡独立第三者機関という政治的基盤

を欠いた専門機関制度をとるがゆえに､外部か

らの入力に脆弱であるともみることができるの

である｡この観点からすれば､やはり　r制度が

アウトカムの違いを説明できる｣といえるだろ

うo

これは､観察される現象としては､図1に示したよ

うに､西村が文献Bの第1章から第5章にかけて分析し

たものと同一であるoすなわち､同一の現象を観察し

ながら､西村はそのr均衡｣の変化を労働･人事管理･

財政政策の変化から説明し､稲継はそうした政策の変

化自体が外部からの圧力によるものであり､外部圧力

からの影響を受けることそのものがその給与制度のも

つ特質だとしているのである｡

本科学研究費プロジェクトでは､今後､教員給与の

国際比較を遅めていく予定であるが､分析枠組みの違

いがどのような分析結果の違いをもたらすのか､そも

そも､どのような課題設定を行い､その解決のために

はどのような分析枠組みが適切であるのか､といった

判断についで浜重でなければならず､本稿で紹介した

公務員給与制度についての先行研究からは､そうした

視点からも大きな示唆を得ることができると考えられ

るのである｡




